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1.1  経営戦略策定の趣旨 
 

水道事業を取り巻く環境は、人口減少に伴う収益の減

少や、施設・設備の経年劣化による維持・更新費用の増

加、また、事業運営に携わる人材の不足や、近年多発し

ている災害への対策や対応が求められるなど、多くの課

題があります。 

そのため、鶴岡市、酒田市及び庄内町（以下、「構成

市町」という。）では、同事業の広域化による経営基盤

の強化を目指し、平成 28 年度から実現方策について検討

を重ねてきました。その結果、令和 8 年 4 月から構成市

町の水道事業は「庄内広域水道企業団（以下、「企業

団」という。）として新たに事業を開始し、今後さら

に、令和 7 年 1 月に山形県が策定した「庄内圏域水道基

盤強化計画」の実現方策に基づき、県企業局が運営する

「庄内広域水道用水供給事業」との垂直統合を予定して

います。 

水道事業の経営は、独立採算制が原則です。経営環境の悪化が予想される中でも、住民生活に

必要不可欠な水道事業を次の世代に繋いでいくために、経営状況を正確に把握したうえで、中長

期的な視野に基づいた経営の効率化や適正化に取り組み、将来にわたる持続性を確保していく必

要があります。そのための基本計画として「経営戦略」を策定しました。 

 

※令和 8 年 4 月 1 日の事業開始後、料金統一時までは構成市町毎に区分経理を行うことから、

本経営戦略を原則とし、構成市町における経営戦略を承継するものとします。 
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1.2  経営戦略の計画期間 

 

計画期間を令和 8 年度から令和１7 年度までの１０年間とします。 

 なお、策定からおおむね 3 年ごとに事業の進捗状況について点検、評価を行い、経営環境の変

化に対応しながら計画を見直していきます。 

 

※令和 8 年 4 月 1 日の事業開始後、直ちに料金水準について検討を開始することから、料金水

準の検討経過を踏まえ、必要に応じ適宜見直しを行います。 

 

 

  

 

 

 
図 1-1 経営戦略の改定年次（予定） 
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2.1  事業の現況 

 

（１）水道事業の沿革 

 本地域では、広域化による経営基盤の強化を図るため、これまで構成市町においてそれぞれ

で運営していた以下の３つの水道事業を統合し、令和８年４月から企業団として事業を開始し

ます。 

 

① 鶴岡市水道事業 

鶴岡市水道事業は、昭和６年 12 月に計画給水人口 40,000 人、計画一日最大給水量 5,000 

m3/日の認可を受け、昭和８年 11 月に給水を開始しました。 

その後、昭和の市町村合併による市域の拡大や産業経済の発展、生活水準の向上などによる

水道の大幅な普及に対応するため、４次にわたる拡張を重ねてきました。平成の大合併により

鶴岡市、藤島町、羽黒町、櫛引町、朝日村、温海町の１市４町１村が合併し、新「鶴岡市」が

発足したことを受け、平成 21 年４月には、旧藤島町及び三川町を給水区域としていた月山水

道企業団と事業統合を行うとともに、鶴岡市内の６水道事業と 17 簡易水道事業を統合する創

設認可を取得しています。（目標年次︓平成 40 年度、計画給水人口 145,580 人、計画一日

最大給水量 68,418 m3/日） 

 

② 酒田市水道事業 

酒田市水道事業は、昭和４年２月に計画給水人口 50,000 人、計画一日最大給水量 5,500 

m3/日の認可を受け、昭和５年 10 月に給水を開始しました。 

その後、市勢の発展と生活水準の向上に伴う給水量の増加に対応するため、８次にわたる拡

張を重ねてきました。平成の大合併により酒田市、八幡町、松山町、平田町の１市３町が合併

し、新「酒田市」が発足したことを受けて、平成 22 年３月には、旧松山町、旧平田町にあっ

た２水道事業と１簡易水道事業の全部の譲り受けに伴う軽微な変更（届出）を行っています。

（目標年次︓平成 31 年度、計画給水人口 110,960 人、計画一日最大給水量 54,484 m3/日） 

 

 

 

第２章 事業概要 



 

- 4 - 

 

③ 庄内町水道事業 

庄内町水道事業は、平成 17 年に旧余目町と旧立川町が合併したことに伴い、平成 21 年３

月に計画給水人口 27,200 人、計画一日最大給水量 15,402 m3/日の創設認可（全部譲受）を

受け、事業を承継しました。その後、平成 29 年４月には旧立川町にあった９簡易水道事業を

水道事業に統合する変更認可を取得しています。また、令和４年度に工藤沢地区の膜ろ過設備

の整備による浄水方法の変更に伴う軽微な変更（届出）を行っています。（目標年度︓平成

36 年度、計画給水人口 21,161 人、計画一日最大給水量 9,542 m3/日） 

 

 

（２）給水の状況 

  給水の状況は、表 2-1 のとおりです。 

供用開始年月 令和 8 年 4 月 

法適・非適の区分 全部適用 

給水区域内人口（※1） 239,104 人 

計画給水人口（※2） 200,302 人 

現在給水人口（※1） 238,417 人 

給水区域面積 955.94 km2 

給水人口密度（※1） 249.41 人/km2 

普 及 率（※1） 99.7 % 

（※1）令和５年度決算値 （※2）令和 17 年度推計値 

表 2-1 給水の状況 
 

（３）施設の状況 

施設の状況は、表 2-2 のとおりです。 

水  源 表流水 12、伏流水 9、地下水 18、受水 2、その他 13 

施設設置数 浄水場 28、配水池 128 

施設能力 300,273 m3/日 

施設利用率 45.9 % 

※ 山形県庄内広域水道用水供給事業を含む（令和５年度決算値） 

表 2-2 施設の状況 
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（４）管路の状況 

管路の状況は、表 2-3 のとおりです。 

 

種 別 総 延 長 法定耐用年数超過率 耐震適合率 

導 水 管 ６１ km  3１.１ % 4.7 % 

送 水 管 12８ km  2４.３ %  ３０．９ %  

配 水 管 2,4７３ km ２２．１ %  1４.８ %  

計 2,6６２ km 2２.4 %  15.4 %  

※庄内圏域水道基盤強化計画より（R4 水道統計、R4 簡易水道統計※青龍寺簡易水道の導水管を除く。） 

表 2-3 管路の状況 
（５）料金 

① 水道料金の改定 

  企業団による事業開始後の水道料金は、統一までの間それぞれ構成市町の料金体系を継続し

ます。なお、企業団は健全で持続的な事業運営を行うため、事業開始後直ちに料金水準につい

て検討を開始し、適正な水準を設定していきます。 

 

② 各料金体系の概要、考え方 

a 鶴岡市 

鶴岡市は、口径別料金体系、二部料金制を採用しており、口径ごとに基本料金と従量料金を

設定しています。料金体系は、逓増制を採用しているため小口径の生活用水での低廉化を図る

一方で、大口径の需要者負担が大きくなります。料金算定方法は、総括原価方式を採用してお

り、資産維持費を見込んでいます。なお、市町村合併に伴い平成 20 年に料金改定を実施しま

した。 
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表 2-4 鶴岡市の水道料金表 

b 酒田市 

酒田市は、用途別・口径別併用料金体系、二部料金制を採用しており、口径別では、口径ご

とに基本料金と従量料金、用途別では従量料金のみを設定しています。料金体系は逓増制を採

用していますが、特に 13mm から 20mm の従量料金を低く設定しているため、小口径の生

活用水の低廉化を図る一方で、大口径の需要者負担が大きくなります。料金算定方法は、総括

原価方式を採用しており、資産維持費は見込んでいません。なお、市町合併に伴い平成 20 年

に料金改定を実施しました。 

 
表 2-5 酒田市の水道料金表 

 

0-10m3 11-20m3 21-30m3 31-60m3 61m3-

13mm 1,100

20mm 1,716

25mm 2,299

30mm 5,412

40mm 8,096

50mm 15,136

75mm 45,067

100mm 71,379

150mm 193,688

200mm 222,178

70.4 209.0 221.1

221.1

単位 : 円/m3(税込み）

基本料金
従量料金

0-10m3 11-20m3 21-30m3 31-60m3 61m3-

13mm 1,144

20mm 1,903

25mm 2,970

30mm 4,180

40mm 7,700

50mm 13,750

75mm 33,000

100mm 55,000

湯屋用 22,000

船舶用 -

臨時用 -

プール用 -

330

220

308

単位 : 円/m3(税込み）

基本料金
従量料金

66 176 176 275 308

231 275 308

308

200m3を超える分　308円
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c 庄内町 

庄内町は、用途別・口径別併用料金体系、二部料金制を採用しており、口径別では、口径ご

とに基本料金と従量料金、用途別では従量料金のみを設定しています。料金体系は、逓増制を

採用しているため小口径の生活用水での低廉化を図る一方で、大口径の需要者負担が大きくな

ります。料金算定方法は、総括原価方式を採用しており、資産維持費は見込んでいません。な

お、隣町との合併に伴い平成 17 年に料金改定を実施しました。 

 

 
表 2-6 庄内町の水道料金表 

 

（６）組織 

① 企業団本部及び事務所 

  広域水道事業の運営組織として企業団を設立し、企業団本部を庄内町に置きます。また、事

業区域が広範囲となることから、効率的な維持管理体制を確立するため、鶴岡事務所を南ブロ

ック、酒田事務所を北ブロックの施設整備、維持管理の拠点とします。（図 2-1） 

0-10m3 11-20m3 21-30m3 31-60m3 61m3-

13mm 1,100

20mm 1,760

25mm 2,420

30mm -

40mm 6,820

50mm 13,420

75mm 24,200

催芽、育苗ハウス用 -

臨時用 - 506.0

単位 : 円/m3(税込み）

104.5 229.9 235.4

235.4

254.1

基本料金
従量料金
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② 組織体制 

  執行機関として、企業団の管理者である企業長を置き、その補佐として副企業長を置きま

す。また、補助職員として事務局長及びその他職員を置きます。 

図 2-1 企業団本部及び事務所 
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企業長は構成市町の首長から選出し、副企業長は、企業長となる構成市町の首長を除く構成

市町の首長をもって充てることとします。 

図 2-2 企業団組織図 
 

③ 職員の身分 

企業団設立時における職員の身分は、地方自治法第 252 条の 17 の規定による構成市町か

らの職員派遣（出向）とします。 

 

④ 職員数 

これまで収納等窓口業務の包括的民間委託、浄水施設運転管理業務に係る第三者委託、上下

水道部門統合に伴う組織体制の見直しなどによる経営の効率化を図ってきたことで、職員数は

平成 25 年度から令和 4 年度にかけて 4 割減の 62 人となっています。（表 2-7） 

企業団による事業開始後は、広域化事業や組織体制の変更等に対応するため事務量が一時的

に増加することが想定されることから、当面は現行と同程度の職員数を確保し、順次業務の効

率化等を図りながら、組織の改編に合わせて適正な規模の職員数を目指します。 
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表 2-7 職員数の推移（臨時・嘱託・会計年度任用職員は含まない） 
 

⑤ 職員の年齢構成 

職員の年齢構成は、表 2-8 のとおりです。 職員数 62 名のうち 60 歳以上が 3.2％、50 

歳代が 38.7％、40 歳代が 35.5％となっており、会計年度任用職員９名を加えると 40 歳以

上が８割以上となっています。 

一方、今後の水道事業を担う 30 歳代以下の若手職員が少なく、40 歳以上の職員の割合が高

く年齢構成に偏りがあるため、経営や技術継承に支障が出る前に若年層の確保・育成に力を入

れ、組織の適正化を図る必要があります。 

 

 
 

表 2-8 職員の構成（臨時・嘱託・会計年度任用職員は含まない） 
 

（人）

出典）水道統計調査

45 46 48 50

35 35 36 36
29 28

50
39 39 39

32 30 29 29

27 28

6

7 7 7

7 7 6 6

6 6

0

20

40

60

80

100

120

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

庄内町

酒田市

鶴岡市

出典）令和4年度水道統計調査票 職員数（人）

※　臨時職員・嘱託職員・会計年度任用職員を含まない。

3人

1人

1人

1人

6人

9人

5人

2人

1人

2人

2人

3人

5人

9人

3人

3人

1人

1人

3人

1人

0人 5人 10人 15人 20人

25歳未満

25歳以上30歳未満

30歳以上35歳未満

35歳以上40歳未満

40歳以上45歳未満

45歳以上50歳未満

50歳以上55歳未満

55歳以上60歳未満

60歳以上 鶴岡市

酒田市

庄内町
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（１）広域連携の推進 

 構成市町で組織する庄内地区受水団体協議会では、平成２８年度に垂直・水平統合を念頭に置

いた勉強会を立ち上げ、広域化に向けた活動をスタートしました。その後、平成３０年３月に

「山形県水道ビジョン」が策定され、県内を４ブロックに分けて水道事業の広域連携を進める

「庄内圏域水道事業広域連携検討会」での協議が始まりました。  

その協議をもとに、令和５年３月には「山形県水道広域化推進プラン」が策定され、構成市町

ではその基本方針に基づいて「庄内広域水道事業統合準備協議会」を設置しました。令和７年 1

月には「庄内圏域水道基盤強化計画」が策定され、令和７年 1０月に構成市町は広域水道企業団

（一部事務組合）として水平統合を行いました。現在、「庄内圏域水道基盤強化計画」の実現方

策に基づき、垂直統合に向けた県との協議を進めてきました。 

 

 

（２）官民連携の推進 

 官民連携の状況は、表 2-9 のとおりです。 酒田市では、平成１６年から浄水場の運転管理

業務を民間事業者に委託し、平成２２年度から第三者委託に移行しています。鶴岡市及び酒田市

では、窓口業務等の包括委託、また、構成市町では計装設備等の保守点検業務の個別委託を行っ

ています。 

これらにより、民間のノウハウと技術力を活用するとともに、組織のスリム化と経費の縮減に

努めています。 

 

 
 
表 2-9 官民連携の状況 

 

 

※１ 第三者委託浄水場の運転管理業務などの水道の管理に関する技術上の業務について、技術的に信頼できる他の水道事業者等や 

民間事業者といった第三者に水道法上の責任を含め委託すること 

 

個別委託 包括委託

鶴岡市 〇
〇

窓口業務

酒田市 〇
〇

窓口業務

〇

浄水場の運転管理

庄内町 〇

事業名
一般的な業務委託

第三者委託※１

2.2  これまでの主な経営健全化の取り組み 



 

- 12 - 

 

 

 

（１）収益性について 

令和５年度決算による経営比較分析表のうち、収益性に関する指標として、経常収支比率、料

金回収率は 100％を上回っており、黒字経営を確保しています。給水原価が全国平均と比較して

高い理由は、離島や山間部等の地理的条件による費用に加え、水需要の減少が続いていることに

より単位当たりの原価を押し上げているものです。 

 
 鶴岡市 酒田市 庄内町 全国平均 

経常収支比率（※1） 112.66 ％ 109.64 ％ 104.56 ％ 108.24 ％ 

料金回収率（※2） 106.96 ％ 100.04 ％ 101.15 ％ 97.82 ％ 

給水原価（※3） １９４．２８ 円 220.45 円 198.00 円 177.56 円 

 
表 2-10 収益性に関する指標（過去５年平均） 

 
※1 経常収支比率は、給水収益等の収益で維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。単年度の経常

収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要です。 

※2 料金回収率は、給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料金水準等を評価することが可能で

す。当該指標が 100%を下回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の収入で賄われていることを意味します。 

※3 給水原価は、有収水量 1 ㎥当たりにかかる費用を示す指標です。 
 

（２）効率性について 

令和５年度決算による経営比較分析表のうち、効率性に関する指標として、有収率は高い水準

を維持しており、漏水等による損失を抑えられています。施設利用率は、水需要の減少に比例し

て低下傾向にあるため、広域化による統廃合を推進して施設規模の適正化を図る必要がありま

す。 
 鶴岡市 酒田市 庄内町 全国平均 

有収率（※4） 85.63 ％ 91.17 ％ 95.27 ％ 89.42 ％ 

施設利用率（※5） 41.66 ％ 40.82 ％ 40.38 ％ 59.81 ％ 

 
表 2-11 効率性に関する指標（過去５年平均） 

 
※4 有収率は、施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標です。有収率が低い場合は、漏水やメーター不感等といった要

因を特定し、その対策を講じる必要があります。 

※5 施設利用率は、一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標です。 

2.3  経営比較分析表を活用した現状分析 
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（３）経営の安全性について 

令和５年度決算による経営比較分析表のうち、経営の安全性に関する指標として、累積欠損金

比率、流動比率、企業債残高対給水収益比率は、良好な値で推移しており、経営の安全性を確保

しています。 
 鶴岡市 酒田市 庄内町 全国平均 

累積欠損金比率（※6） 0 ％ 0 ％ 0 ％ 1.50 ％ 

流動比率（※7） 617.29 ％ 614.57 ％ 182.70 ％ 243.36 ％ 

企業債残高対給水収益比率（※8） １17.00 円 116.53 円 282.79 円 265.93 円 

 
表 2-12 経営の安全性に関する指標（過去５年平均） 

 
※6 累積欠損金比率は、営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補塡する

ことができず、複数年度にわたって累積した損失）の割合を表す指標です。この指標は、累積欠損金が発生していないことを示す

0％であることが求められます。 

※7 流動比率は、流動負債に対する流動資産の割合であり、短期的な債務に対する支払能力を示す指標です。当該指標が 100％を下

回る場合は、1 年以内に現金化できる資産で 1 年以内に支払わなければならない負債を賄えていない状況を示すので、注意が必

要です。 

※8 企業債残高対給水収益比率は、給水収益に対する企業債の割合を示すもので、企業債残高の規模を示す指標です。 
 

（４）施設の老朽化状況について 

令和５年度決算による経営比較分析表のうち、施設の老朽化状況に関する指標として、有形固

定資産減価償却率は、全国平均と比べて高い水準にあり、年々増加傾向にあります。また、管路

経年化率、管路更新率においては、このままのペースでは管路の老朽化に歯止めがかからない状

況であるため、重要度や優先度等を勘案したうえで、適切な投資を継続する必要があります。 

 
 鶴岡市 酒田市 庄内町 全国平均 

有形固定資産減価償却率（※9） 62.76 ％ 57.91 ％ 55.22 ％ 52.02 ％ 

管路経年化率（※10） 23.13 ％ 19.89 ％ 9.90 ％ 25.37 ％ 

管路更新率（※11） 0.43 ％ 0.77 ％ 0.35 ％ 0.62 ％ 

 
表 2-13 施設の老朽化状況に関する指標（過去５年平均） 

 
※9  有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽

化度合を示します。 

※10 管路経年化率は、法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を示しています。 

※11 管路更新率は、当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握できます。 
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3.1  給水人口と水需要の予測 

 

給水人口の減少や節水機器の普及により、構成市町の有収水量は減少傾向で推移しており、こ
の 10 年間で約 10.9％減少しています。 

国立社会保障人口問題研究所による日本の将来人口（令和 5 年度）に基づいて、給水人口を推
計した結果、人口減少の影響から、令和 4 年度の 242,288 人から、令和 27 年度には 168,266
人となり、今後約 20 年間で約 30％減少すると見込まれています。 

また、本地域の水需要を用途別に時系列傾向分析等を用いて推計した結果、節水機器の普及等
により、令和 4 年度には 26,650 千㎥であった有収水量は、令和 27 年度には 19,294 千㎥とな
り、今後約 20 年間で約 28％減少すると見込まれています。 

今後さらに給水人口や有収水量の減少傾向が続くことが予想されることから、将来的な給水収
益の減少に対応していく必要があります。 

 

 

 

※実績値は各年度の決算状況調査から引用 

 
表 3-1 給水人口と有収水量の実績と将来推計 

 

給水人口（万人） 有収水量（千㎥）

＜凡例＞ 給水人口 実績 推計

有収水量 実績 推計

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

5

10

15

20

25

30

→統合後

第 3 章  将来の事業環境 
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企業団の水道料金は、最初の料金改定（統一）までの間、構成市町の現行料金を継続すること

としています。しかし、前項のとおり、水需要の減少傾向は、今後も継続することが予想され、

現行料金で推計した場合の給水収益（料金収入）は、令和 8 年度の 5,582 百万円から令和 17

年度では 4,853 百万円となり、10 年間で 729 百万円、13.1％減少することが予想されます。

（表 3-2） 

また、料金回収率は令和 10 年以降 100％を下回ることから、広域化による抜本的な改革をす

すめるとともに、適正な料金水準の検討を早急に始める必要があります。 

 

 
 

表 3-2 給水収益と料金回収率の将来推計 
 

 

 

高度経済成長期に整備した水道施設及び管路が更新時期を迎えており、アセットマネジメント
による更新需要の試算では、直近 5 年間と比べて、今後約６倍程度の更新費用が必要となる見込
みです。特に管路は、令和 5 年度末時点で法定耐用年数 40 年を超えた管路の割合を示す管路経
年化率が 22.7％に増加しており、管路の計画的な更新が求められます。一方で、管路更新率は
0.47%（更新サイクルとして約 200 年で一巡）と低く、今後も管路経年化率は増加していくこ
とから、耐震化・老朽化対策事業にあたっては、進捗を引き上げることが必要です。（表 3-3）
また、水需要の減少に伴って浄水施設の稼働率も低下していることから、地域全体で効率的な水
運用を図るための水道施設の再編が必要です。（図 3-1） 
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3.3  施設の見通し 

3.2  料金収入の見通し 
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表 3-3 建設改良費【実績】・更新需要 
 

 

 
 表 3-4 管路布設延長・経年化管路率・管路更新率 

 

 
図 3-1 水道施設の平均稼働率 

建設改良費【実績】・更新需要（億円）

※建設改良費【実績】は建設工事費デフレータにより令和4年度価格に換算した。

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

統合後の平均：93.2億円

■：鶴岡市、■：酒田市、■：庄内町

－：平均（統合後）、---：平均（統合前）

統合前の平均：15.7億円（H30～R4）

12.8億円（H25～H29）

管路布設延長（km） 管路経年化率（%）

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

管路布設延長 経年化管路率 管路更新率

管路更新率（%）

1.00%

0.50%

0.00%



 

- 17 - 

 

 

 

企業団では、構成市町による統合（水平統合）に引き続き、山形県企業局が運営する庄内広域
水道用水供給事業との垂直統合（譲り受け）に向けた協議をしています。 

現在は県が水道用水を各市町へ供給し、構成市町はその水道用水を購入してそれぞれの地域に
水道を供給する、卸と小売りの関係ですが、今後は、水源から各家庭の蛇口までを一貫して管理
する体制を再編し、水道にかかる流通、生産コストの効率化、適正化に取り組みます。 

 

 
 

 図 3-2 広域化による組織統合のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4  組織の見通し 
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〔安全な水道〕 

 
全ての国民がいつでもどこで

も、水をおいしく飲める水道 

 

 

 

 

 

〔水道サービスの持続〕 

 
給水人口や給水量が減少し

た状況においても、健全かつ

安定的な事業運営が可能な

水道 

 
 
 
 

〔強靱な水道〕 

 
自然災害等による被災を 

最小限にとどめ、被災した 

場合であっても、迅速に復旧

できるしなやかな水道 

 
 
 

4.1  基本理念 

 
 企業団の基本理念として、「持続」可能な水道経営、「安全」な水の供給、「強靭」な水道の

構築の、３つを柱に経営基盤の強化を図ります。（図 4-1） 

  

持続 : 常時事業運営の効率化、業務プロセスの改善に努め、適正な水道料金を設定しま

す。経営、技術継承により次世代を担う人材を確保します。 

安全 : 地域住民に安全・安心な水道水を安定して供給します。 

強靭 : 適切な投資により施設、管路の耐震化を図ります。リスク管理体制を確立し災害時

の緊急対応力を強化します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 水道の理想像（新・水道ビジョン） 
 
 
 
 
 

第４章  経営の基本方針 

時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、必要な量、いつ

でも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道 

安全 持続 強靭 

50 年後、100 年後を見据えた水道の理想像を提示し、関係者間で認識を共有 
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5.1  投資・財政計画(財政収支計画) 
 
（1）基本事項 

財政収支計画の基本事項は以下のとおりとします。 

① 料金回収率︓料金回収率は 100％を目標とします。統合後は、以下に示す会計セグメント

のうち一つ以上の経常収支がマイナスとなるタイミングで料金を改定し、その後は 5 年ごと

に料金改定時期を設定します。 

② 会計セグメント︓事業統合後、当面の期間は、構成市町ごとのセグメント経理により事業

状況を把握します。 

③ 資金残高︓資金残高は、垂直統合までに給水収益の 1 年分を確保します。 

④ 加入者負担金、各種手数料︓加入者負担金や各種手数料は、事業開始時に統一します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

第５章  投資・財政計画(財政収支計画) 
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第 5 章 投資・財政計画 
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（1）本部における集中管理及び業務の効率化 

総務、経理事務など企業団の管理運営業務及び広報業務は、本部において集中管理を行い、業

務の効率化を図ります。 
 

（2）事務システムの統一 

本部及び営業所間のネットワークを構築して業務の効率化を図ります。また、各種事務システ

ムは、以下のスケジュールを基本として広域化事業の枠組みにおいて整備します。（図 5-1） 

 

 
 

図 5-1 事務システム統一スケジュール 
 

（3）施設整備計画 

本地域の課題である施設稼働率の向上、経年化管路の更新による耐震化の推進について、施設

整備を合理的かつ経済的に進めるため、広域化の効果を発揮するとともに「社会資本整備総合交

付金（防災・安全交付金事業）」を最大限に活用できるように計画します。 

 

① 広域化事業、運営基盤強化等事業の概要 

a 連絡管整備事業 

  広域化に伴い庄内広域水道用水供給事業の南部（朝日浄水場）系送水管と北部（平田浄水

場）系送水管とを接続する連絡管を整備することにより、酒田市の小牧浄水場を廃止し、施設

稼働率を改善します。（図 5-2）また、酒田市と庄内町を接続する連絡管、朝日浄水場系送水

令和８年度～令和７年度令和６年度システム名

企業会計システム

料金管理システム

設計積算システム

管路情報システム

ＨＰ作成システム

契約管理システム

事務管理システム

仕様書作成・発注準備

仕様書作成・発注準備

運用準備（既存の運用による）

仕様書作成・発注準備

仕様書作成・発注準備

仕様書作成・発注準備

仕様書作成・発注準備

システム構築

ネットワーク構築

システム構築

システム構築

システム構築

運用開始

システム構築

運用開始

運用開始（ブロック単位）

運用開始

運用開始

運用開始

5.2  投資・財政計画の策定にあたっての説明 
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管と山添配水池（鶴岡市）を接続する連絡管を整備し、災害や事故発生時における、水運用の

強化を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5-2 南北連絡管による水運用の見直し 

 

b 集中監視設備更新事業 

 水道施設の運転や維持管理に係る監視機器を整備し、集中監視システムを構築します。  

これにより、水道施設の運転状況を常時監視し、安定した水道水の供給を確保するととも

に、業務の効率化を図ります。 

 

c 水道施設の統廃合事業 

  水運用の見直しを行い、狩川高区配水池及び狩川低区配水池（庄内町）を廃止し、施設の維

持管理や更新費用を削減します。 

 小牧浄水場 

廃止 

 小牧浄水場 
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d その他事業 

 砂越地区、牧曽根地区（酒田市）へ配水するためのバイパス管を整備します。  

小牧浄水場の廃止に伴い流入制御を行う必要が生じるため、黒森増圧ポンプ場（酒田市）を

改造します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5-3 広域化事業、運営基盤強化等事業の概要 

 

 

e 耐震化・老朽化対策事業 

管路更新の見込みについては、構成市町の水道事業の施設整備計画、更新基準を基本とし

て、以下のとおり設定します。 

 

 

d バイパス管整備 

  

  

  

山添配水池  

南部系送水管 
 

北部系送水管 
 

  

   

   

  
 

  
a 南北連絡管整備 

c 狩川高区配水池及び 

   狩川低区配水池廃止 

a 小牧浄水場廃止 

 d バイパス管整備 

a 連絡管整備 
（酒田市⇔庄内町） 

a 連絡管整備 
（朝日浄水場⇔山添配水池） 

d 黒森増圧ポンプ場改造 
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【鶴岡市】鶴岡市の管路延長は 1,384 ㎞です。現行の管路更新の水準を段階的に引き上げて

いくこととし、令和８年度〜令和 12 年度を 7.9 ㎞/年（現行水準の 2.0 倍）、令和 13 年度

以降を 8.6 ㎞/年（現行水準の 2.2 倍）とします。 

 

【酒田市】酒田市の管路延長は 1,043 ㎞です。令和８年度以降を 9.0 ㎞/年（現行水準を維

持）とします。 

 

【庄内町】庄内町の管路延長は 235 ㎞です。現行の管路更新の水準を段階的に引き上げてい

くこととし、令和８年度〜令和 12 年度を 1.6 ㎞/年（現行水準の 1.3 倍）、令和 13 年度以

降を 1.8 ㎞/年（現行水準の 1.4 倍）とします。 

 

 

② 概算事業費 

広域化事業、運営基盤強化等事業にかかる概算事業費の設定は、以下のとおりです。 

分 類 事 業 名 
概算工事費 

（億円） 

交付金見込額

（億円） 
備  考 

広域化事業 

南北連絡管整備 101.5 32.7  

連絡管等整備 5.5 1.8  

集中監視設備更新 15.7 5.0  

小牧廃止に伴う整備 12.1 4.0  

事務系システム統合 1.6 0.5  

統合元の能力活用 106.4 32.9  

小      計 242.8 76.9  

運営基盤強化等事業 耐震化・老朽化対策 220.2 63.9  

合      計 463.0 140.8  

 
表 5-2 概算工事費、交付金の見込み 
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（4）勘定科目の設定 

 財政収支計画をを算定するため、以下のとおり設定しました。 
款 項 目 節 設定方法 
水 
道 
事 
業 
収 
益 

営業収益 給水収益  （供給単価）×（有収水量） 
受託工事収益  3 市町の合計値 
その他営業収益 手数料 3 市町の合計値 

他会計負担金 3 市町の合計値 
その他 3 市町の合計値 

営業外収益 受取利息及び配
当金 

 3 市町の合計値 

他会計補助金  3 市町の合計値 
加入金  3 市町の合計値 
長期前受金戻入  既存分は計画値、新規分は償還計算に基づき設定 
雑収益  3 市町の合計値 

特別利益   見込まない 
水 
道 
事 
業 
費 
用 

営業費用 人件費  「給料」「手当等」「法定福利費」「法定福利費・
賞与引当金繰入額」「退職給付費」「賃金・報酬」
の各項目について、各事業体の R4 職員単価×職員
数 
（人件費の上昇幅として 0.3%を 10 年間見込む） 

受水費  設定した受水単価に受水量をかけて算出 
委託費  H30〜R4 の平均値（契約期間ごとの労務単価上昇

率を見込む） 
修繕費  H30〜R4 の平均値。ただし、R17 以降は小牧浄水

場の修繕費として 64,429 千円を控除した。 
動力費  R4 実績から配水量 1 ㎥あたりの単価を算出し、各

年度の配水量をかけて算出した。 
薬品費  浄水処理に用いる薬品︓R4 実績から自己水量 1 ㎥

あたりの単価を算出し、各年度の自己水量をかけて
算出した。 
浄水処理に用いない薬品︓R4 実績から配水量 1 ㎥
あたりの単価を算出し、各年度の配水量をかけて算
出した。 

負担金  3 市町の合計値 
賃借料  3 市町の合計値 
工事請負費  3 市町の合計値 
受託工事費  3 市町の合計値 
路面復旧費  3 市町の合計値 
貸倒引当金繰入
額 

 3 市町の合計値 

減価償却費  既存分は計画値、新規分は償還計算に基づき設定 
資産減耗費  建設改良費に資産減耗率（4.1%に統一）をかけて

算出。ただし、建設改良費のうち連絡管整備新設管
等の新設分は資産減耗費に係る事業費から控除。  

材料費および不
用品売却原価 

 3 市町の合計値 

その他営業費用  3 市町の合計値 
営業外費用 企業債利息  既存分は計画値、新規分は償還計算に基づき設定 

その他利息  3 市町の合計値 
雑支出  3 市町の合計値 

特別損失   見込まない 
 

表 5-3 勘定科目の設定（収益的収支） 
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款 項 目 節 設定方法 
資 
本 
的 
収 
入 

企業債   新規債は利率 2%、据置期間なし、30 年償還 
出資金   見込まない 
補助金   広域化に伴う社会資本整備総合交付金を見込む 
負担金   3 市町の合計値 
寄付金   見込まない 
固定資産売却代
金 

  見込まない 

資 
本 
的 
支 
出 

建設改良費 工事費  事業量の設定による 
事務費  「水道事業費用－営業費用－人件費」と同様に設

定。 
庄内町は 4 条職員がいないため、3 条職員の単価で
設定 

負担金  3 市町の合計値 
資産購入費  3 市町の合計値 
その他建設改良
費 

 3 市町の合計値 

企業債償還金   既存分は計画値、新規分は償還計算に基づき設定 
補助金返還金   見込まない 
その他   見込まない 
予備費   見込まない 

 
表 5-4 勘定科目の設定（資本的収支） 

 

（5）資本的収支不足額の補てん財源及び内部留保資金の設定 

 資本的収入が資本的支出に不足する場合、その補てん財源は、主に企業債、内部留保資金とし

ます。令和 6 年度以降の新規債は、利率 2％、据置期間なし、償還期間 30 年とします。また、

後述する統合後の財政シミュレーションにおいて、垂直統合時点で給水収益 1 年分程度の内部留

保資金を確保することを目標としていることから、単独シミュレーションにおいても、内部留保

資金は給水収益 1 年分程度を確保することを目標とします。 

建設改良費の財源については、国交付金の交付期間内において、3 分の 1 を交付金、残りの 3

分の 2 を企業債及び内部留保資金とします。なお、残りの 3 分の 2 のうち、9 割を企業債、1 割

を内部留保資金と設定します。したがって、建設改良費の財源は交付金 33％、企業債 60％、内

部留保資金 7％となります。 

交付金の交付期間外については、建設改良費の財源に占める企業債の比率は交付金期間内と同

様に 60％とし、残りの 40％を内部留保資金として設定します。 
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（1）垂直統合 

県企業局で所管している庄内広域水道用水供給事業（朝日浄水場及び平田浄水場の浄水及び送

水業務）を企業団が引き継ぐことによって、水源から各家庭の蛇口までを一括して管理できるよ

うになるため、水道施設の運転監視体制の効率化につながります。  

そのため、構成市町による水平統合に加えて、さらに水道料金（供給単価）の値上げ幅を抑制

することが可能となります。（表 5-5） 

なお、垂直統合の時期については、県企業局と協議中のため、本経営戦略の計画期間内での効

果は見込んでいません。  

 

 
 

 表 5-5 水道料金（供給単価）の見通し 
 

（2）料金改定（料金統一） 

 庄内地域水道事業統合基本計画（令和 6 年 10 月策定）では料金について、「事業開始後直ち

に料金水準について検討を開始するものとする。」としており、その財政収支計画では、収益的

収支に損失が発生する場合、収支均衡となるよう供給単価を設定しているため、令和 10 年度に

16.4％、令和 15 年度に 10.7％の供給単価の上昇を見込んでいます。 

 そのため、事業開始後直ちに料金改定に向けた検討を開始し、経営審議会による諮問・答申を

経たうえで、おおむね 3 年を目途に経営戦略の見直しと併せて料金改定を予定しています。 

 

5.3 投資・財政計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組み 
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経営戦略の実行 

施策の実施 

経営戦略の策定 

投資・財政計画 

経営戦略の見直し 

経営戦略の更新 

事後評価 

経営分析 

 

 

 

6.1  フォローアップ 

 

本経営戦略については、ＰＤＣＡサイクルに基づき運用します。、計画の策定（Plan）、事業

の実行（Do）、達成度の評価（Check）、改善（Action）に基づいて、フォローアップを行

い、このうち達成度の評価及び改善については、モニタリング及びローリングにより実施しま

す。 

 

（1）モニタリング 

投資計画の進捗確認と財政状況（損益、資金残高、企業債残高）の確認を毎年度実施します。

モニタリングにおいて計画との大きな乖離が認められた場合には、次に示す計画見直し（ローリ

ング）を待たずに、計画の全体的な見直しや再検討を実施します。 

 

（2）ローリング 

将来的には更新需要が増大し収益的収支（損益）が赤字になる懸念があることから、おおむね

3 年ごとに本経営戦略の見直し（ローリング）を行うものとします。 

見直しに当たっては、モニタリングを踏まえて、収支計画の計画値と実績の乖離状況について

検証の上、投資計画をはじめ各支出項目を全体的に見直すとともに、その財源確保策など、必要

な改善策を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 6-1 フォローアップイメージ 

第 6 章  経営戦略策定の事後検証、更新等に関する事項 


